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Inthesestudies,Iexaminewhetherwecanrenewhospitalwardsinordertoimprovethetreat‐

mentenvironmentinanyways・Andlaimtoshowthetechnique・

Iusethreehospitalplansthatactuallyexist，andlcarryoutsimulationsofaplaneplanand

managementincomeandexpenditure､Ihypothesizedateofahospitalizedpatientinseveralways・

Andlanalyzeeachsimulationandthenlconsideredsynthetically・

Asaresult，thefollowingfactorsareclarified、Thefactthatapresentinstitutionmeetsa

standardoftreatmenttypesickbedgrouptreatmentenvironmentaddition（１）byrepairworkof

apresentinstitutionisdelicate・Iflreducesickbeds，thefactthatapresentinstitutionmeetsa

standardoftreatmenttypesickbedgrouptreatmentenvironmentaddition（Ⅱ）isfullypossible・

Eveniflcannotreducesickbeds，thethingthatapresentinstitutioｎｍｅｅｔｓａｓｔａｎｄａｒｄｏｆｔｈｅｏｌｄ

ｍａｎｗａｒｄtreatmentenvironmentadditionisnotmuchdelicate．

１．研究の背景・目的

戦後，日本の病院建築は進歩した。それは，医学が

発達し，医療保険制度も普及し，日本人の生活は病院

に深く依存するようになったからである。しかし，日

本の経済力の急上昇に比例して発達してきた建築の中

で，病院建築は，残念ながら他の建築と比較すると目

覚ましい発展を遂げることはなかった。

確かに，今から30年余り前は，病院の延床面積が

1床あたり33㎡というのが目安であったのに対して，

最近竣工される病院は50～60㎡程度になっている。

しかし，国際的に比較すると，欧米だけでなく，アジ

アの一流と比べても日本の病院建築は規模の点でかな

り問題がある。

しかし，病院建築の中で検査部・放射線部等の診療

部門の面積は，医療技術の進歩を反映して規模を拡大

している。にもかかわらず，全体の面積があまり大き

<なっていない。つまり病棟面積は，ほとんど大きく

なっていない。

このように，今日まで病院経営の中で増収に直接結

びつかない病棟の療養環境整備は，後回しにされてき

た。病院の増改築の際にも，増床や診療部門の拡大に

関心が注がれ，療養環境には配慮が行き届いてはいな

かった。そのため，日本の病院の療養環境はあまりに

もみすぼらしいものとなってしまった。また，平均寿

命が世界最長となり，史上例がない急速な高齢化が進

むことによって，入院患者のうちの長期入院患者の占

める割合が増加している。こうした現況の中，療養環

境整備へのニーズも増加してきた。

病院の関係者も，療養環境や職場環境などのニーズ

に応えるには，療養環境整備を主目的としたリニュー

アルを決断しなければならない事は分かっていながら，

資金的な問題や経営の先行きに対する不安からリニユー

アルに踏み切れなかった。
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そんななかで，最近になってリニューアルの決断の

追い風となる要因が数多くでてきた。

まず，1992年７月の第２次医療法改正で，療養型病

床群という制度が新設された。これは，病院建築の面

から捉えれば，長期入院患者に適した医療を提供する

ための人員・設備を整え，長期入院患者に適切な医療

の提供を図る施設の事であり，具体的に医療環境に関

する構造設備基準が定められている。その後，1994年

４月の診療報酬改定によって，その構造設備基準をク

リアすると，入院料に一定の加算が得られるようになっ

た。これによって，初めて療養環境の改善が増収につ

ながるようになった。

次に，1993年度の補正予算で療養環境を改善するた

めの建て替えや改修の工事費を補助する医療施設近代

化施設整備事業などの補助金制度が，いくつか創設さ

れた。

また，もう１つの要因としてスプリンクラーの設置

の問題がある。病院のスプリンクラー設置対象は，

1987年の消防法施行令改正で，延床面積6000㎡以上

から3000㎡以上に引き下げられた（面積は棟単位)。

この改正により，規模でいえば100～200床程度の中

小病院の多くが，1996年３月末までにスプリンクラー

を設置しなければならなくなった。実際に設置すると

なると，最低数室づつは病床を休止し設置工事を行わ

なければならないので，当然の発想として同時にリニュー

アルの工事もしてしまおうという考えがでてきた。

さらに，長引く不況の影響による建築需要の低迷で

､建築費は下落傾向が続いている。

このように病院のリニューアルを実施するには絶好

の時期であるといえ，これをうけて，最近特に療養環

境をよくするための比較的大規模なリニューアルを実

施しようとするケースが増えてきた。

そこで本研究においては，いかにして従来の病棟を，

療養環境を良くする方向にリニューアルできるかを研

究し，今後の病院の療養環境整備のためのリニューア

ルを計画する際の手法を提示することを目的とする。

２．研究の方法

今回の研究では，Ｍ病院，Ｎ病院，Ｕ病院という

実在する３つの病院の図面を使い，入院患者などのデー

タ（長期入院患者の全体に占める割合など）をいくつ

かのパターンに仮定し，リニユーアル後の病院像（経

営方針）を決定したうえで，それぞれに適した平面計

画を実施する。そして，それぞれについて経営収支シ

ミュレーションを行い，分析したうえで総合的な考察

を行い，療養環境整備リニューアルの手法を見出す。

３．療養型病床群，老人病棟の概要

3-1．療養型病床群創設の背景

療養型病床群は1992年７月の第２次医療法改正で新

設され，1993年４月の診療報酬改定と同時に制度がス

タートした新しい施設形態である。

第２次医療法改正の最大の目的は，それまで法律上

は一律に扱われてきた一般病棟を，その機能に応じて

体系化しようというところにあった。つまり，この改

正では，高度医療を提供する施設として特定機能病院

を，また長期療養患者の入院施設として療養型病床群

を新設することによって，下図のように，一般病院の

｢両端」を規定した。

長期入院が必要な患者一般(急性期)の患者高度な医療が必要な患者

↓ ↓

函1通一般病院

療養型病床群 一般病棟

[図１］一般病棟の機能に応じた体系化

療養型病床群とは，主として長期にわたり療養を必

要とする患者を収容するための一群の一般病床であり，

人的・物的両面において長期療養患者にふさわしい療

養環境を有する病床群とされている。診療報酬上は，

65歳以上の老人収容比率60％未満の療養１群と，６５％

以上の療養２群に分けられている。しかし，制度の主

たる目的は療養２群，つまり老人の収容比率の是正に

あることは，特例許可老人病棟・入院医療管理料の診

療報酬体系を踏襲したことや，構造設備基準が老人保

健施設をスケールダウンしたものになったことからも

明らかである。

3-2．療養型病床群の構造設備基準

療養型病床群が，従来の医療施設と最も異なる点は，

構造設備基準にある。表１に示したように，完全型

(新築または全面改築の場合）と呼ばれる療養型病床

群療養環境加算（１），（Ⅱ）の構造設備基準は，１病

室４人以内，病室面積は患者１人当たり6.4㎡以上が

必要で，そのほかに廊下幅，機能訓練室，食堂なども

従来の一般病院以上の基準が定められている。

従来の一般病棟の基準と比べると，その療養環境の

差は大きい。しかし，この療養型病床群の基準をもと

に，一般病棟の基準の見直しも近い将来行われる可能
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性もありそうである。一般病棟の療養環境加算（病室

面積患者１人当たり平均8.0㎡以上）の登場はそれを

示唆するものであると言える。

また，既存の病棟から療養型病床群へ転換する際の

構造設備上の「転換の特例」として，移行型と呼ばれ

る療養型病床群療養環境加算（Ⅲ）が設けられている。

これは，病室面積患者１人あたり6.0㎡の基準を除い

て通常の病院の基準のままでよく，その基準の低さは，

療養型病床群をできるだけ早く普及させたいという厚

生省の意向を反映させたものと言える。しかし，移行

型となっても，今後何らかの形で病棟を増改築する場

合は，より「完全型」に近付くように厚生省から指導

されることになる。

[表1］構造設備基準 ※病棟単位で認められる。

病室定員

病室面積

廊下幅

機能訓練室

食堂

談話室

浴 室

一般病棟

老人病棟

規定なし

6.3（㎡/人）以上

（1床室）

4.3（㎡/人）以上

(2床室以上）

片側廊下1.2ｍ以上

中廊下1.8ｍ以上

設置は義務づけら

れているが，栂造

設備基準はない。

規定なし◎

規定なし。

規定なし。

療養型病床群

療養環境加算(１）（Ⅱ）

(全面改築･新築の場合）

l病室あたり４人以内

(㎡/人）以上

(１）

片側廊下1.8ｍ以上

中廊下2.7ｍ以上

(Ⅱ）

片側廊下1.2ｍ以上

中廊下1.8ｍ以上

面積40㎡以上

必要な器械・器具を備

えること。

療養型病床群入

1人あたり1

療養型病床群の入院患

者同士や入院患者とそ

の家族が談話を楽しめ

る広さを有する事｡（但

し，食堂との共用は可｡）

身体の不自由なものが，

入浴するのに適したも

のとすること。

療養型病床群

療養環境加算(Ⅲ）

(全面改築までの間の特例）

l病室あたり５人雌でも可

6.0（㎡/人）以上

(壁芯による面積で可）

片側廊下1.2ｍ以上

中廊下1.8ｍ以上

必要

と。

な面積を有するこ

食堂がなくても可

談話室がなくても可。

浴室がなくても可。

．(一般病棟)療養環境加算：平均8.0㎡/床。最低6.4㎡/床。

･老人病棟療養環境加算：食堂1.0㎡以上。談話室(食堂との共用可)，浴室整備。

3-3．老人病棟の概要

老人病院とは，「65歳以上の老人‘慢‘性疾患患者を６０

％以上収容する病院のうち，医療法標準（看護婦と准

看護婦の合計が入院患者の４分の１）を満たしていな

い施設」と定義されている。また，老人看護体系は病

棟単位の承認のため，1994年４月改定で老人病院は

｢老人病棟」へと用語の変更が行われた。

老人病棟の構造設備は，表lのように一般病院と全

く同じ基準となっている。また，食堂・談話室や浴室

は必要ない。ただし，これらの設備を持つ場合には，

｢老人病棟療養環境加算」が算定できる。

ところで，1990年改定による「入院医療管理料」の

新設は，老人病院の流れを大きく変えた。この「入院

医療管理料」とは，看護料に加え投薬・注射・検査等

を包括した定額制の診療報酬体系である。それまでの

老人診療報酬は，一般病院と同じ出来高制の体系のみ

であった。出来高制とは診療報酬の支払方法の１つで，

個々の診療報酬ごとに価格を定め，提供した診療行為

の価格の総額を請求する方法である。また，入院医療

管理料は，看護職員のみならず，看護補助者の配置を

初めて点数上で評価した点でも画期的なものといえる。

看護よりも介護に力を入れ老人の自立度を少しでも高

めるという老人病院の役割が明確に打ち出された結果

であった。

この入院医療管理料創設以降，老人病院の診療報酬

において出来高制よりも定額制が主流となった。さら

に，1993年４月に創設された療養型病床群でも，定額

制の診療報酬体系が設けられた。

３－４．ケアミックス

ケアミックスとは本来，１つの病院が急性期病棟と

慢性期病棟のように看護内容・レベルが異なる病棟を

並行して運営することをさす。一般病棟と老人病棟，

または一般病棟と療養型病床群の組み合わせがそれに

あたる。1992年の診療報酬改定で一般病棟でも病棟単

位で定額制の入院医療管理料を選択できるようになっ

てから，出来高制の急性期病棟と定額制の慢性期病棟

の併存，つまり診療報酬体系の異なる病棟が１病院に

混在する意味に使われることが多くなった。

例えば，100床の病院があったとすれば，これを５０

床と50床の２病棟に分割し，一方を出来高制に，他方

を定額制にすることをケアミックスと普通呼んでいる。

わが国の病院には，もともと急性期・慢性期，短期・

長期の区別がなく，１つの病棟に看護・介護段階の異

なる患者が混在してきた。老人病院というカテゴリー

ができた現在でも，一般病院に19万人余りの慢性期老

人患者が入院している。これら‘慢性期老人患者を介護

を手厚くした病院・病棟に移そうという動きの中で，

ケアミックスが広がっている。
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４．診療報酬の構造

診療報酬体系は，以下の通りである。［表２］一般

病棟は出来高制のみで，療養型病床群と老人病棟は，

出来高制と定額制の２本だてとなっている。

［表２］診療報酬の構造

Ｆ~扉~詞

画像診断,手術,麻酔

リハビリテーション

処置等

入院環境料

食事療養費

病衣加算

投薬，注射，検査

看護料

入院時医学管理料

環境加算・地域加算

療養型病床群・老人病棟

基 準看護型入院医療管理型

画像診断,手術,麻酔

リハビリテーション

処置等

入院環境料

食事療養費

病衣加算

投薬，注射，検査

看護料

入院時医学管理料

環境加算・地域加算

画像診断,手術,麻酔
リハビリテーション

処置等

入院環境料

食事療養費

病衣加算

入院医療管理料

(看護料十投薬料

＋注射料十検垂料）

入院時医学管理料

環境加算・地域加算

５．補助金制度について

リニューアルに活用できる厚生省の施設整備事業の

メニューを，表３に示す。いずれも，1993年度の補正

予算で創設されたものである。

「医療施設近代化施設整備事業」は，病棟の療養環

境に加えて，待合室や職員休憩室など，さまざまな部

門の環境を改善した場合に，１床あたり最大50㎡まで

補助金が受けられるというものである。他の補助金と

比べ対象面積は大きく，ほぼ施設全体が対象となる。

しかも，補助率は最大３分の２となっている。１０％の

病床削減（病床過剰地域の場合）の必要はあるが，そ

れさえクリアすれば,仮に100床の病院を90床にリニュー

アルした場合，国庫補助分だけでも最大２億5000万円，

都道府県が満額の３分の１を補助すれば，最大５億円

の工事費を補助金で賄うことができる。ただし国庫補

助は，都道府県が病院に補助する事業に対して交付す

る形をとるため，都道府県がこの制度に乗らなければ，

その県の病院は国からの補助金分さえ受けることがで

きない。1993年度の補正予算で創設された際に実施を

見送った県は少なくなく，1993年度の交付件数は15都

道府県22施設であった。

「院内感染対策施設整備事業」は個室整備に活用で

きるが，都道府県レベルで１病院あたり２～３室に制

限しているところもある。

1993年度の交付件数は，「院内感染対策施設整備事

業」が22ケ所，「看護婦勤務環境改善施設整備事業」

は50ケ所となっている。

[表３］リニューアルに関する補助金制度

医療施設近代化施股整備事業

(対象）一般及び精神病床の新築，増改築，改修
(補助率など）

2/3以内（国1/3．都道府県1/3以内）

病棟の基準面積は25㎡/床（病室5.8㎡/床，病棟16㎡/床の場合は22㎡/床）

条件⑤の加算は，病床10％削減の場合で25㎡/床，１０％削減しない場合で15㎡/床
(条件など）

①建て替えの場合，築後おおむね30年以上経過

②10％以上の病床削減（痢床非過剰地域の民間病院では，政策医療を担っていること
と，食堂又は談諸室の整備などを条件に削減不要）

③病室6.4㎡/床以上,病棟18㎡/床以上(新築以外はそれぞれ5.8㎡/床．１６㎡/床以上で可）
④整備区域の病棟は最低20床以上

⑤病棟以外は，療養環境改善，職場環境改善，衛生環境改善，インテリジェント化
アメニティ環境の整備などが条件

院内感染対策施設整愉事業

(対象）病院の個室化および個室の空鯛股傭の整傭
(補助率など）
1/３

1室あたり1,305万円が基準額。空調設備を整備する場合は2,970万円を加算
(条件など）

厚生省の院内感染対策講習会に医師または看護婦を参加させること
個室には専用のバス，トイレなどを整備すること

看護婦勤務環境改善施設整備事業

(対象）ナースステーションなどの新築・増改築・改修
(補助率など）

1/３

1看護単位につき50㎡が基準面積。ナースコールを更新する場合は1㎡当たり
14万円を加算
(条件など）

看護業務の改善に積極的に取り組んでいること
独自に離職防止対策を実施していること

(注)補助金の交付額は，実際の工事費と，基準額（遡邑準面積×基封幽』価）
の少ない方に補助率を乗じて算定した金額となる。

６．分析方法

以下のフローチャートにそって，Ｍ病院，Ｎ病院，

Ｕ病院のそれぞれについて，療養環境整備（療養環境

加算の基準をクリアすること，個室の増加）を主目的

としたリニューアルのシミュレーションを行う。

ＳＴＡＲＴ

…黒雲等鴬
室，食堂，機能訓練室等）

･長・短期療養患者の比率
･病床稼働率

･差額病室（1床室，２床室，３床室）
･療養環境整備（病室面積拡大等）(病室面積拡大等）

現状の霧護体剛

し後の矯護体､Ｉ

経営収支計算・霜護喉

ＥＮＤ

･急性期病院
･ケアミックス病院
･老人病院

㈱構造設備基準）

護婦給与，環境加算等

［図２］リニューアルに関する補助金制度

[既存施設の平面計画の確認］

まず，環境加算を得る際の構造設備基準に関係して

くる各病室の面積，１人あたりの病室面積，病室の定員，

食堂の面積，機能訓練室の面積，廊下幅を確認する。

次に，補助金を得る際の条件に関係してくる現在

(シミュレーション前）の病床数を確認する。



[入院患者のデータを仮定］

長期入院患者と短期入院患者の比率と，病床稼働率

を仮定する。長期入院患者と短期入院患者の比率は，

リニューアル後の病院像（経営方針）を決定する際に，

ほとんどが長期入院患者であれば老人病院に，長期入

院患者と短期入院患者が同数くらいであればケアミッ

クス病院に，ほとんどが短期入院患者であれば急峻性期

病院にというふうに関係してくる。

病床稼働率は，何床程度の病室をリニューアルの際

に計画するのが好ましいかを判断する際に必要となっ

てくる。

[患者のニーズを仮定］

まず，差額病室(本研究では１，２，３床室）の要望の

有無を仮定する。ところで，差額病室の基準は1994年

４月の改定に伴い，「特別の療養環境の提供」として病

床差額を徴収できる病床が，全床の５割までに拡大さ

れている。

次に，療養環境整備の要望の有無を仮定する。これ

は，いずれの病棟においてもありえるものであり，１

人当たりの病室面積拡大や，廊下幅拡大，談話室，食

堂，機能訓練室，浴室の整備などがこれにあたる。

[リニューアル後の病院像（経営方針）の決定］

入院患者のデータと，患者のニーズをもとにリニュー

アル後の病院像（経営方針）を決定する。

[現状の看護体制の仮定］

現状（シミュレーション前）は，一般病棟のみで構

成されているものとする。

現在，民間病院の看護体制の多くはその他看護１種

である。しかし，現状の看護体制をその他看護１種だ

けに仮定すると，リニューアル後にケアミックス病院

に移行した場合，厚生省の診療報酬による誘導によっ

て，その他看護から基準看護への類上げ（看護体制を

１ランク上に変更すること）は，基準看護内の類上げ

よりも収入アップが数段大きくなっているために，一

般病棟のその他看護から基準看護への類上げによる収

入アップが大きくなることが予想され，療養環境整備

単独の収入アップを確認しにくくなる事が予想される。

そこで，現状の看護体制は，Ｍ病院とＮ病院におい

ては，その他看護１種と基本看護（１）の２通りに仮

定する。Ｕ病院においては，その他看護１種１通りに

仮定する。

［リニューアル後の看護体制の決定］

療養型病床群と老人病棟は，出来高制と定額制の両

方を選択できるが，現在，定額制の入院医療管理料が
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主流となってきているので，本研究では定額制のみを

選択することにする。

[建築計画の実施］

既存の平面図をもとに，それぞれの条件に適したリ

ニューアル後の平面図を作成する。

[経営収支計算］

現状とリニューアル後の両方において，看護料，看

護婦給与，療養環境加算，差額室料などについて計算

し，リニューアル前後で収支がどのように変化するか

を計算する。また，補助金が得られる場合は，補助金

とリニューアル前後の収支をあわせて考察する。

[考察］

すべての作業を終えたうえで，それぞれのシミュレー

ションに対してリニューアル前後で収支がどの程度変

わったか，どの程度の改修工事が必要か，補助金は得

られるか，平面計画上問題はなかったかなどを総合的

に考察する。

７．シミュレーションの内容

本研究で行ったリニューアルのシミュレーションの

内容を以下に示す。［表４］

［表４］シミュレーション内容一覧
Ｍ病院

Ｎお目院

友情・中原：病院のリニューアル計画に関する研究

既存平面
階
階

３
４

52床
50床 計102床

Ｎ０．１
階
階

３
４ 溌罰蔚総療養環境加算(Ⅱ）

42床
44床 計８６床

ＮＯ２
階
階

３
４ 溌罰蔚総療養環境加算(Ⅲ）

42床
44床 計８６床

Ｎｏ．３
階
階

３
４

療養環境加算
老人病棟療養環境加算

42床
52床 計９４床

Ｎ０．４
階
階

３
４ 漁侭型錆綴繍穎溌縮 ＩⅡⅢ 44床

44床 計８８床

Ｎ０．５
階
階

３
４ 騨

産痢《翰只

隆環j卿綴
42床
42床 計８４床

Ｎ０．６
階
階

３
４

個
療量認加算 糠 計９０床

Ｎ０．７
階
階

３
４

個
個

室増力Ｉ
室地加

4８

４６

一
ご
声
く 計９４床

既存平面
階
階

３
４

56床
34床 計９０床

Ｎ０．１
階
階

３
４ 療養型病床群療養環境加算（Ⅱ）

55床
32床 計８７床

Ｎ０．２
階
階

３
４

療養型病
療養環境

●
§
Ⅱ

F T Z 々 ､ 餌 零 つ Ｋ つ む ” 卿 ア テ Ｋ Ｌ Ｌ ８ 〃

陳
45床
41床 計８６床

Ｎ０．３
階
階

３
４

一〃、了ｒＴ１〃＆

療養環境
、
ｎ
咽
凹
弓
一

間
詞迅つ画昌JU4ナ帝 43床

37床 計８０床

Ｎｏ．４
階
階

３
４

Ｚ■て詞匡垂邑7門

療養型#’３

尽
壷
く

ｒｒ刀ＵＥ。五詞巳つ巳幽興テト

間;療養環境加算 ＩⅢⅡ 49床
32床 計８１床

Ｎ０，５
階
階

３
４ 瀧鶏綴

41床

41床 計８２床

Ｎ０．６
階
階

３
４ 簾溌加算

36床
41床 計７７床

Ｎｏ．７
階
階

３
４

個室増加
個室地加

36床
36床 計７２床

リニューアルno． 掴棟 療養環境整偏内容 病床数 合 計

既存平面
北
南

43床
57床 計１００床

Ｎ０．１
北
南 綴璽鳥床群療養環境加算(Ⅱ）

43床
39床 計８２床

Ｎ０．２
北
南

gやＵ０ＪＵ…

療養型病床群療養環境加算（Ⅲ）
43床
51床 計９４床

Ｎ０．３
北
南

伊覗ＵＵ５Ｕ…

老人病棟療養環境加算
43床
51床 計９４床

Ｎ０．４
北
南

頑［云鞠q今捌巳〃凹夕手

療養型病床群療養環境加算（Ⅲ）
33床
51床 計８４床

Ｎ０．５
北
南

X酎円＝と赴呈７向町、回ＴリリW，窓唖つＲつ己幼興テＦ

療養型病床群療養環境加算 品 4０

４２

一
尽
凸
く 計８２床

Ｎ０．６
北
南 繍翻潟

ＬｐＴＺ賦頭E毎用qづ巳〃M予予

で群療養環境加算 １１Ⅲ
4０

６６

己
く
画
く 計106床

Ｎ０．７
北
南

洞[云串ﾔq勺も〃ｕテト

個室増加
30床
49床 計７９床
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療養型病床群療養環境加算（Ⅱ）の構造設備基準を

満たすには，従来の病棟が，６床室を中心に構成され

ている病院であれば，６床室をそのまま４床室に変換

する形の病室定員縮小を行い，あとは病室等を，機能

訓練室と食堂兼談話室に変換すればよい。よって，そ

れほど大がかりな工事は必要なく，短期間で終えれる

ものとなる［図３]。

８．考察

Ｍ病院，Ｎ病院，Ｕ病院について，それぞれ７パ

ターンづつ合計21パターンの療養環境整備に関するリ

ニューアルのシミュレーションを行った。また，経営

収支のシミュレーションについては，Ｍ病院とＮ病院

については２通りづつ行ったので合計35パターン行っ

た。

8-1．構造設備基準に関する考察

療養型病床群療養環境加算（１）の構造設備基準で

ある廊下幅2.7ｍ（中廊下の場合）を，既存施設の改

修工事でクリアするのは，かなり難しいと言える。そ

れは，本研究で扱った３つの病院を見てもわかるよう

に，廊下は柱とコアに挟まれている場合が多く，病棟

内すべての廊下幅を基準の2.7ｍまで広げるのは，ま

ず不可能だからである。

シミュレーションにおいては，Ｍ病院の北病棟を療

養型病床群療養環境加算（１）の基準にクリアさせて

いる。しかし，廊下幅を広げるために手術関係の施設

を病棟外に移転もしくは削除する必要がでてきている。

このように，大がかりな改修工事を行えば移行が可能

な場合も稀にはあるが，ほとんど不可能であると言え

そうだ。

一＞

リニューアル前 リニューアル後

［ 図 ３ ］ Ｍ 病 院

しかし，療養型病床群の１床あたりの基準面積を満

たしていない４床室以下の病室を中心に病棟が構成さ

れている場合，療養型病床群療養環境加算（Ⅱ）の構

造設備基準を満たすためには，まず，病室定員を縮小

することが考えられる。しかし，ベッドの配置を考え

ると単純に４床室を３床室に変換できるとは限らず，

4床室を２床室に変換することもあり得る。

また，バルコニーなどを利用して病室を拡大する方

法もある［図４]。しかし，このように病室定員を縮

リニューアル後

[図４］Ｕ病院

リニューアル前

鴬
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友情・中原：病院のリニューアル計画に関する研究

リニューアル前リニューアル後

［図５］Ｎ病院

老人病棟療養環境加算は，療養型病床群療養環境加

算（Ⅲ）の基準よりも，さらに緩やかなものとなって

いる。機能訓練室を設ける必要がない代わりに食堂兼

談話室を設ける必要はあるが，１床当たりの病室面積

や，廊下幅などは，一般病院の基準のままでよい［図

6]。よって，改修工事の必要もほとんどなく，病床削

減をすることもほとんどない。

ついても言えるが，ほとんどの病院で，全病床の少な

くとも半数は，その基準をクリアしている。よって，

基準を満たすためには，多少病室定員を縮小して，１

床当たりの面積を確保すればよい。また機能訓練室が

ない場合も，面積の基準はないので大規模な改修工事

をしなくても，病室１つをそのまま機能訓練室に転用

することで十分に対応できる［図５]。よって，改修

工事の必要はほとんどなく，病床削減はそれほど必要

ない。このように，療養型病床群療養環境加算(Ⅲ)の

構造設備基準は，療養型病床群の構造設備基準の中で

も「移行型」と呼ばれるだけであって，（１），（Ⅱ）に

比べて，かなり緩やかなものになっている事が分かる。

小せずに１床あたりの面積を拡大できるケースは稀で

あるうえに，比較的大規模な改修工事が必要となって

くる。よって，このような病院を，療養型病床群療養

環境加算（Ⅱ）の構造設備基準にクリアさせるのは可

能ではあるが，かなり複雑で効率の悪いものとなる。

ところで，これはどのような病院を療養型病床群療

養環境加算（Ⅱ）の構造設備基準にクリアさせる場合

にも言えることであるが，病室定員を縮小して基準を

クリアさせる場合，１０％以上の病床削減につながるこ

とが多い。その場合は，改修工事費の最高2/３を補助

金（医療施設近代化施設整備事業）で賄うことができ

る（ただし現在では築後30年以上が条件)。

しかし，裏を返せば，病床稼働率が高く病床削減が

難しい病院の場合は，療養型病床群療養環境加算（Ⅱ）

の基準をクリアするには，病室定員を縮小せずに１床

あたりの面積を拡大するしかない。このような場合，

先程も述べたように，物理的改修は，可能であっても

比較的大規模な改修工事が必要となってくる。また，

病床削減をしないため，補助金を得ることはできない。

よって，病床稼働率の高い病院において療養型病床群

療養環境加算（Ⅱ）を取得するのは難しいと言える。

しかし，病床稼働率が高い病院においては，患者を

病院から他の施設に移し病床削減すれば，十分に可能

である。

最近，一般病棟に，治療は必要ではないが，リハビ

リや介護を必要とする老人が，長期にわたって入院し

ているケースが増加している。これを受けて，これら

の患者を病院から老人保健施設に移すという動きが活

発化している。老人保健施設の整備状況は，老人保健

福祉計画において掲げている1999年末までの整備目標

の40％近くまで（1994年までで)，整備は進んでいる。

よって，これらの患者の受け皿は十分整っているといっ

ても良い。

次に，もともと規模の小さい病棟を，療養型病床群

療養環境加算（Ⅱ）の構造設備基準にクリアさせるた

めに差額病室等を機能訓練室と食堂に移行すると，病

床数または差額病室を減らしたことによる減収に，環

境加算による増収が追いつかないことも起こりうる。

よって，規模の小さい病棟を療養型病床群療養環境加

算（１），（Ⅱ）の基準にクリアさせるには，十分な検

討が必要となってくる。

療養型病床群療養環境加算（Ⅲ）の基準をクリアす

るためには，１床当たり6.0㎡の基準をクリアしなけ

ればならない。しかし，本研究で扱った３つの病院に

リニューアル前リニューアル後

［図６］Ｎ病院

このように，病床削減が難しい場合であっても，療

養型病床群療養環境加算（Ⅲ）と，老人病棟療養環境

加算の基準を満たすことは，それほど難しいことでは

ないと言える。

ところで，急性期病院としてやっていく場合，療養

環境をよくするためには，療養環境加算取得を目指す

か，個室を増加させることになる。しかし，いずれを

行うにしても病床削減は絶対に必要となってくるため，

患者に他の施設に移ってもらう場合は別として，病床

i埋屡!‘駕箪
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稼働率が比較的低い場合にのみ可能であると言える。

また，どちらかと言えば，療養環境加算取得を目指す

よりも個室を増加させた方が経営上はやや有利と言え

そうであるが，これに関しては入院患者のニーズがな

ければ必要のない事であり，収入の面だけを見て個室

を増加させるのは無理がある。

病床稼働率について言えば，病床稼働率が高い場合

は一部の患者に他の施設へ移ってもらわなければ，療

養環境を改善するのは難しい。しかし，病床稼働率が

低い場合は病床削減が可能なため，それだけ療養環境

を改善するのは容易となる。また，療養環境整備や個

室増加によって加算を得て，病床を削減することによっ

て，病床稼働率を上げれば，病床稼働率が高い場合と

ほとんど収入の差は変わらないものとなる。

8-2．経営収支に関する考察

Ｍ病院とＮ病院のシミュレーションに関しては，現

状の看護体制を，１つのリニューアルした平面につい

て，その他看護１種と基本看護（１）の２通りに仮定

した。それぞれを比較して分かるのは，基準看護を取

得していない病院は，ケアミックスを選択すると療養

型病床群と老人病棟の看護婦数の基準が，一般病棟に

比べて低いため余剰看護婦が生じる。そして，それを

一般病棟にまわすことが可能となる。それによって，

一般病棟の看護体制の類上げが可能となるために基準

看護を取得できる。このため，基準看護取得による収

入増が得られ，もともと基準看護を取得している病院

をリニューアルするよりも，かなり大幅な収入アップ

が得られる。

8-3．看護婦配置に関する考察

一般病院からケアミックス病院に移行する場合は，

それほど正・准看護婦に余剰人員は生じない。しかし，

一般病院から老人病院に移行する場合，かなりの正・

准看護婦に余剰人員が生じる。この傾向は，当然リニュー

アル前に基準看護を取得している場合に顕著に見られ

る。

この場合，余剰看護婦を看護補助者として転用する

方法がある。しかし，このことによって看護婦の転用

損失額が増すだけでなく，看護婦の仕事への意欲の低

下が予想される。よって，基準看護を取得している病

院が老人病院へ移行するのは好ましい形とは言い難い。

また経営上も，まず成り立たない。しかし，看護婦数

の自然減を待てば，病床削減をして補助金が得られる

場合に限っては不可能ではないといえそうである。

つまり，老人病院に移行するには，現在基準看護を

取得できていない病院であるか，１０％以上の病床削減

をして補助金を得ることが絶対に必要となってくる。

９．最後に

研究の背景でも述べたとおり，日本の病棟面積は欧

米に比べてかなり水準が低い。病棟面積が狭いため，

ベッド間隔，ベッド回りのスペースが不足し，看護作

業や患者の行動に支障が出ている。また，談話室，患

者食堂など患者の日常施設が面積的制約から整備しに

くいものとなっている。さらに，処置室とか清汚の区

分をはっきりさせた準備室など，看護関係諸室の整備

できないことなどにも病棟面積の不足が影響を与えて

いるようである。

現在の病院は，６床室を中心に構成されていること

が多い。しかし，日本では病室を１床室と４床室にし

ようと言う意見が多い。なぜ６床室よりも４床室に対

する要望が強いかというと，４床室は各ベッドの窓側

か廊下側に自分だけのコーナーがとれるが，６床室の

中央のベッドはコーナーが作りにくいからである。ま

た，ある調査によると，６床室では窓側と廊下側のベッ

ドがいつのまにか中央へ少しづつ移動して，それぞれ

のコーナーが広くなり，逆に中央のベッドが両側のベッ

ドに圧迫されて，ますますコーナーが作りにくくなる

傾向があることも明らかになっている。

また，１床室に対する要望についてであるが，神戸

市立病院の患者に対して行った調査によると，同室者

のいびきが気になったり，廊下の話し声が気になった

りした患者は，１５歳未満の小児患者に多かった。小さ

いときから独立した部屋を与えられた子供達は，どう

やらプライバシーの要求が強いようである。よって，

これからは，日本でもアメリカと同じように病室は１

床室が普通になるかもしれない。現に日本でも，最近

全病室を個室化した病院が２つ誕生している。しかし，

整備にかかるイニシャルコストの高さや，差額病室の

比率制限などによって，この２つの病院以降は全個室

型病院は誕生していない。

これからは，１床室と４床室を中心に病棟が計画さ

れることになっていきそうである。しかし，１床室と

4床室を中心とする病棟を計画すると，同じ病床数の

病棟を計画する場合，６床室を中心とする病棟よりも

廊下が長くなる。それによって，看護動線は当然長く

なる。どうして廊下が長くなるかというと，６床室も

4床室も間口は同じであるために，４床室を中心に構

成すると部屋数が増えるため，廊下が長くなるのであ
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る。よって，今後病院を計画する際には，動線につい

て十分に検討する必要が出てくる。

本研究では既存施設のリニューアルについて扱った。

今後，病院を新築する際に言えることはいくつかある。

まず，上記の通り１床室と４床室が中心となりそう

なので，必要な面積を持つ１床室と４床室を動線計画

について十分検討しながら，最初から整備しておく必

要がある。また，考察でも述べたとおり，既存施設の

改修工事で廊下幅を広げるのは，まず不可能である。

よって，廊下幅は2.7ｍ（中廊下の場合）をクリアし

ておく必要がある。さらに，必要な面積を持つ機能訓

練室，食堂，談話室なども最初から整備しておく必要

がある。

また，本研究では療養環境整備，特に療養環境加算

の構造設備基準をクリアする事を主目的として研究を

行ったので，動線計画をはじめ，設備等の問題には触

れなかった。また，正確な改修工事費も算定せずに考

察している。よって，今後はこれらを含めた研究をす

る必要がある。
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